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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、消費者のための市場秩序を形成するための理論モデ

ルを構築し、このモデルに基づいた政策提言を行うことにあり、行政的手法と司法的手法との

関係、行政的手法における地域間格差の是正、司法的手法における実効的な集団的救済制度の

構築、という３つの問題について検討を進めた。そして、「北海道消費生活基本計画」を策定す

るとともに、日本の消費者団体訴訟について国際シンポジウムで報告するという成果を上げた。 

 
研究成果の概要（英文）：The objective of this research is to construct a theoretical model with 

a view to creating market stability for consumers, and to provide policy recommendations 

based on this model. In implementing this research we have considered the following three 

issues: the relationship between administrative methods and judicial methods; the 

correction of regional discrepancies through policy; and the formation of an effective 

collective-remedy system through judicial means. 

 In addition to establishing the Basic Plan for Consumers in Hokkaido, we have also been 

able to report on Japan’s consumer class action suits at international symposiums. 
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１．研究開始当初の背景 

(1) 現代社会において、消費者は常に市場に
直面しており、消費者問題は市場を媒介とし
て発生する。したがって、消費者のための市
場秩序形成は、単純な経済問題ではなく、法
律学の分野にあっても喫緊の課題といえる。
この課題が本研究のバックボーンとなって
いた。 

 

(2) ところで、これまで、消費者のための市
場秩序形成は、その多くを行政が担ってきた。
しかし、消費者庁や消費者委員会の創設など、
近時、行政の内部でも大きな変化が生じてお
り、この動向を受け、行政組織に何を求める
かも再考すべき時期にある。 

 また、これまで司法の役割は、個々の消費
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者を対象とする個別的保護、すなわち、契約
の無効、取消し、あるいは損害賠償という形
が中心であったが、最近ではこれに消費者団
体による差止請求が加わり、さらに金銭給付
を目的とした集団的救済制度も検討されつ
つある。そこで、この点に踏み込んだ検討を
行うことも本研究の背景にあった。 

 

 

２．研究の目的 

(1) このような観点から、従前の研究状況を
ながめるなら、以下の３つの点において、い
まだ十分でないところがあると考えられた
ので、本研究では特にこれらの３点について
考察を深め、また実践的な貢献をすることに
した。 

 

(2) 第１は、行政的手法と司法的手法との長
所と短所、及び、両者の役割分担に関する検
討である。特に日本では、従来、前者が中心
であったことのアンチテーゼから、とりわけ
私法の研究者は司法的救済を中心に検討を
進め、また近時は消費者団体の団体訴訟制度
にも注目している。しかし、行政的手法には、
司法的手法に見られない長所もあるはずで、
その点を究明して、「活かす」という発想も
必要なはずである。 

 

(3) 第２は、行政的手法の分野における中央
と地方、あるいは地域間格差の問題である。
すなわち、条例やそれに伴う規則の制定に携
わって痛感したことは、特に条例等の法的イ
ンフラに地域間格差があることであった。た
とえば北海道消費生活審議会の会長として、
北海道における規則改正を手がけ、行為規制
の対象となる類型を２７項目から６４項目
に大幅に拡充したけれども、そのさいに目の
当たりにした各地の条例や規則は、人的リソ
ースとの関係からか、レベルの点でかなりの
隔たりがあり、なかには条例等の改正が全く
行われていないところもあった。したがって、
この分野において実践的な貢献をすること
も本研究の１つの目的とされた。 

 

(4) 第３は、司法的手法の分野における集団
的救済制度の検討である。この問題について
は、損害賠償制度と他の制度（刑罰としての
没収ないし追徴、あるいは課徴金）との異同
に留意しつつ、また比較法的知見を交え、構
想の概要を示したことがあったが、さらなる
ブラッシュアップを図り、海外の研究者との
意見交換を通じて、深化を図ることが重要で
あると考えた。 

 

 

３．研究の方法 

(1) 研究の手法としては、これまでの研究プ

ロジェクトと同様、以下の３点を心がけた。 
 第１は、「総合性」であり、行政と司法、
あるいは、公法と私法の枠組みを超え、全体
としての制度構築を想定したものにするこ
とを考えた。 
 第２は、「分野横断性」であり、公法と私
法といった法律学の枠組みにとらわれるこ
となく、消費者行動学を中心とする隣接科学
の知見も目配りをすることとした。 
 第３は、「比較法的実証性」であり、ヨー
ロッパ諸国はもとより、アメリカ法にも視野
を広げることとした。 
 
(2) また、本研究で何よりも工夫したのは、
研究の発信方法についてであった。 
 まず第１に、従前のとおり、学術的研究と
して、専門雑誌や書籍に論文を公表した。 
 第２に、北海道消費生活審議会の会長とし
て、条例や規則改正のさいと同様、この研究
から得られた知見を実践の場で活かし、社会
に還元することも１つの目標とした。 
 加えて第３に、実際に司法の場で活躍する
アクターに研究成果を直接伝え、議論するこ
とにも心がけた。 
 そして、第４に、国際シンポジウムで報告
して意見交換することで、国際交流を図り、
日本の法状況を直に伝えることにも腐心し
た。 
 
 
４．研究成果 
(1) それぞれの研究目的について、次のよう
な成果を上げた。 
 
(2) 第１の研究目的、すなわち、行政的手法
と司法的手法との対比に関しては、行政的手
法には、「経過観察をしたうえで、処分等を
下すことができる」という－司法的手法に
は見られない－特長を有することが明ら
かになった。たとえば不招請勧誘がされた場
合、司法的手法においては、契約の効力論、
あるいは損害賠償論に結びつける必要があ
るが、それが必ずしもうまく行かない場合も
ある。損害賠償との関係でいうなら、不招請
勧誘によって消費者が被った損害を具体的
に算定することが困難な場合もあるのであ
る。 
これに対して、行政的手法にあっては、不

招請勧誘自体を理由として、業者の行為態様
も勘案しつつ、行政処分をするのか行政指導
にとどめるのかを選択することができ、業者
のその後の行動も視野に入れた弾力的な対
応が可能なのである。ここからは、行政的手
法と司法的手法との役割分担という発想が
導かれる。 
 
(3) 第２の研究目的である、行政的手法の地



域間格差の解消については、実践的な活動を
通じて社会に貢献した。すなわち、先に挙げ
た北海道の条例と規則については、すでにイ
ンターネット上で情報発信がされているが、
さらに国の消費生活基本計画を受ける形で、
新たに北海道消費生活基本計画の策定に携
わり、内容的には数値目標をも盛り込んだ充
実したものとした。加えてこれもネットで閲
覧可能となっている。 
 
(4) 第３の研究目的である、集団的救済制度
については、基礎的な考察を行い、成果を上
げるとともに、国際シンポジウムで報告をし
た。以下では、その内容を簡単に紹介してお
く。 
 まず、金銭給付を目的とする集団的救済制
度を構想するにあたっては、①オプト・イン
方式を採るのか、オプト・アウト方式による
のか、②消費者団体の権能を業者のした違法
行為の確認にとどめるのか、違法な行為をし
た業者から実際に損害賠償金を受領し、消費
者に配分する権能まで認めるのか、という２
つの点がポイントとなる。 
 そして、①については、従前の民事訴訟の
原則から考えると、オプト・イン方式のほう
が軋轢が少なく、他方、オプト・アウト方式
は「裁判を受ける権利」という憲法上の権利
との齟齬が大きい。 
 しかし、にもかかわらず、オプト・アウト
方式が声高に叫ばれる背景には、特定の事案
類型、すなわち、少額の被害が広汎に渡り、
個々の消費者にとっては、コストとの関係か
ら、訴訟を提起するインセティブが小さいが、
違法な行為をした業者が得ている利益は小
さくない、という事案類型があることが分か
った。諸外国のなかには、現にこのような類
型に限ってオプト・アウト方式を認めている
国もある。 
 けれども、このような事案類型は行政的手
法、たとえば課徴金制度によっても解決可能
なはずである。なぜなら、違法な収益の剥奪
という目的は課徴金を課すことでも達成で
きるからである。すると、ここであえて司法
的手法を用いるかどうかは、行政的手法の担
い手である行政庁に実際にどの程度のアク
ティビティを期待できるかという、究極的に
いうなら、それぞれの国の現状認識に依存す
ることになる。 
 次に、②については、被害の実態に大きく
影響されることになる。 
 まず、被害の実態が定性的のみならず、定
量的である場合、たとえば商品の内容量が表
示されていた量よりも少なかったといった
場合、それぞれの消費者が被る損害は定量的
に算定可能であるから、業者から消費者団体
が一括して損害賠償を受け取り、それを個々
の消費者に配分する、という手続にも十分な

合理性があることになる。 
 これに対して、消費者の被害が定量的に把
握できない場合、たとえば腐った商品によっ
てそれぞれの消費者が健康被害を被ったが、
ある者は通院だけですみ、他の者は入院を要
し、さらになかには重症に至った者もいた、
といった場合、消費者団体としては、業者の
違法行為の確認はできても、実際の損害賠償
にあたっては、個々の消費者によって被害の
度合いが異なる以上、損害額を算定するには、
個別的な主張立証を要し、消費者団体に損害
賠償請求までさせるのはふさわしくないこ
とになる。 
 以上のような検討からは、次の知見が得ら
れた。 
第１に、「集団的救済制度」といっても、

上記のとおり、被害の実態によって構想され
るべき制度は異なっており、そのため、１つ
の制度ではなく、複数の制度を用意する、と
いう方法も考えられる。 
第２に、そのようにして構想された制度の

なかには、司法的手法によらなければならな
いもあるが、行政的手法によって代替可能な
ものもあり、そのいずれを採るかは、「理論
的」というよりも、「実践的」、すなわち、各
国の現状に依存しているのである。 
 
(5) 本研究プロジェクトの研究成果は、以上
のとおりであるが、この研究を通じて問題関
心は別の方面に向けて深化しつつある。すな
わち、不招請勧誘の問題を１つの契機として、
最近の消費者法の分野では、いわゆる「撤回
権」に関する議論が盛んにされ、研究も進展
しつつある。しかし、要物契約や要式契約、
あるいは贈与の撤回（民法 550条本文）を思
い起こせば分かるように、「撤回権」は一般
法である民法にとっても無縁なものではな
く、むしろ民法の基本原理の底流にあるとも
いえる。そして、それは「契約の拘束力」と
いうもう１つの法原理と常に緊張対立関係
にある。すると、消費者の「撤回権」に関す
る議論、そして、そこから得られるであろう
知見は、民法の体系とも深く関わっているは
ずである。 
 本研究に続く、次の研究プロジェクトでは、
これまでの研究成果を活かしながら、この
「民法学の根幹にふれる問題」を検討したい
と考えている。 
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